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令和６年３月２８日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第２０号 

大和市予算決算会計規則の一部を改正する規則 

大和市予算決算会計規則（昭和４１年大和市規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

第７５条の１１（見出しを含む。）中「預金残額報告書」を「預金残高等報告書」に改める。 

第８６条第３項中「、で」を「、」に改める。 

第９７条中「第２４３条の２の２第１項後段」を「第２４３条の２の８第１項後段」に改める。 

第９８条第２項中「第２４３条の２第３項」を「第２４３条の２の８第３項」に改める。 

附 則 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 


